
ス
ロ
ー
ガ
ン

一
、
医
療
保
険
制
度
の
一
本
化
を
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
。

一
、
今
般
の
国
保
制
度
改
革
が
実
効
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
毎
年
三
千
四
百
億
円
の
公

費
投
入
を
確
実
に
行
う
と
と
も
に
、
保
険
料
の
激
変
緩
和
措
置
に
必
要
な
財
源
を
確
保

す
る
な
ど
財
政
支
援
を
拡
充
し
、
財
政
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

一
、
普
通
調
整
交
付
金
が
担
う
自
治
体
間
に
お
け
る
所
得
調
整
機
能
は
、
今
後
も
そ
の
機

能
を
維
持
し
、
見
直
し
を
行
わ
な
い
こ
と
。

一
、
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
等
の
地
方
単
独
事
業
に
係
る
国
庫
負
担
減
額
調
整
措
置
は
直

ち
に
全
廃
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
に
係
る
均
等
割
保
険
料
（
税
）
を
軽
減
す
る
支
援

制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

一
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
も
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
診
療
報
酬
等
の
支
払
が
迅
速
か

つ
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
財
政
支
援
を
は
じ
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
保
険
者
機
能
の
発
揮
に
向
け
て
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
を
は
じ
め
と
し
た
保
険
者

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
十
分
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

ま
た
、
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
等
、
保
険
者
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
国
保
連
合
会
を
積

極
的
に
活
用
す
る
こ
と
。

一
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
推
進
す
る
た
め
、
医
師
・
看
護
師
等
の
確
保
や

地
域
偏
在
等
を
解
消
し
、
併
せ
て
介
護
人
材
の
確
保
・
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
十
分

な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
等
の
確
実
か
つ
円
滑
な
構
築
の
た
め
、
国
の
責
任

に
お
い
て
財
政
支
援
を
は
じ
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
。


